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「岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会」規約

（名称）

第１条 本会は、「岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会」（以下「協議会」とい

う）と称する。

（目的）

第２条 「緊急輸送を確保するため必要な道路」（「以下緊急輸送道路」という）は、地震直

後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため必要な道路であり、道路の耐震性が

確保されているとともに、地震時にネットワークとして機能することが重要である。

本協議会は、緊急輸送道路ネットワーク計画、並びに緊急輸送道路ネットワークにかかる

管理・体制等の計画を策定し、震後における緊急輸送機能が確保できる道路ネットワーク計

画等の策定を目的とする。

（組織）

第３条 協議会は、別表－１に掲げるもので組織する。

２ 協議会には会長及び副会長を置くものとし、会長は岡山県土木部長を、副会長は岡山国道

事務所長、岡山市都市整備局長をもって充てる。

３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長が必要と認めた場合は、会長が指名する者を参加させることができるものとする。

（協議会の検討事項）

第４条 協議会は、次の事項に関する検討を行う。

(1) 緊急輸送道路ネットワーク計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 緊急輸送道路ネットワークの管理・体制に関する事項

（ワーキンググループ）

第５条 協議会の業務を遂行するにあたり、下部組織としてワーキンググループ（以下「ＷＧ」

という）を置く。

２ ＷＧは、別表－２に掲げるもので構成する。

３ ＷＧの座長は、岡山県土木部道路整備課保全班長とする。

４ ＷＧは、協議会の業務を遂行するための運営にあたる。

（運営費用）

第６条 協議会に必要な経費は、それぞれの道路管理者において負担する。

（事務局）

第７条 協議会の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。

２ 事務局は、岡山国道事務所管理第二課、岡山県土木部道路整備課、並びに岡山市都市整備

局道路部道路港湾管理課に置くものとする。

協議会の運営にあたって、互いに協力するものとする。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、協議会の協議により行うものとする。

（付則）

第９条 この規約は、平成８年６月２８日から施行する。

この規約は、平成２５年３月１５日から施行する。

この規約は、平成３１年３月８日から施行する。
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岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会の組織

（別表－１） ［協 議 会］

所 属 役 職 名

会 長 岡山県 土木部長

副会長 国土交通省 岡山国道事務所 所 長

副会長 岡山市 都市整備局長

委 員 国土交通省 中国地方整備局 企画部 防災課長

〃 〃 〃 道路部 道路計画課長

〃 〃 〃 〃 地域道路課長

〃 〃 〃 〃 道路管理課長

〃 〃 〃 港湾空港部 港湾計画課長

〃 〃 〃 〃 港湾空港防災・危機管理課長

〃 〃 〃 宇野港湾事務所 所 長

〃 陸上自衛隊 第１３特科隊 第３科長

〃 西日本高速道路㈱ 中国支社 総務企画部 企画調整課長

〃 〃 〃 保全サービス事業部 保全サービス統括課長

〃 本州四国連絡高速道路㈱ 岡山管理センター 所 長

〃 岡山県警察本部 交通部 交通規制課長

〃 〃 〃 高速道路交通警察隊長

〃 岡山県 土木部 道路建設課長

〃 〃 〃 道路整備課長

〃 〃 〃 港湾課長

〃 〃 〃 都市局 都市計画課長

〃 〃 危機管理課長

〃 〃 保健福祉部 医療推進課長

〃 岡山市 都市整備局 道路部長

〃 〃 危機管理室長

（別表－２） ［ワーキンググループ］

所 属 役 職 名

座 長 岡山県 土木部 道路整備課 保全班長

副座長 国土交通省 岡山国道事務所 副 所 長

〃 中国地方整備局 企画部 防災課 課長補佐

〃 〃 道路部 道路計画課 課長補佐

〃 〃 〃 地域道路課 課長補佐

〃 〃 〃 道路管理課 課長補佐

〃 〃 港湾空港部 港湾計画課 課長補佐

〃 〃 〃 港湾空港防災・危機管理課 課長補佐

〃 岡山国道事務所 計画課 課 長

〃 〃 管理第二課 課 長

〃 〃 交通対策課 課 長

〃 宇野港湾事務所 工務課 課 長

陸上自衛隊 第１３特科隊 第３科 火力調整幹部

西日本高速道路㈱ 中国支社 岡山高速道路事務所 統括課長

本州四国連絡高速道路㈱ 岡山管理センター 計画課長

岡山県警察本部 交通部 交通規制課 課長補佐

〃 〃 高速道路交通警察隊 北部方面隊長

岡山県 土木部 道路建設課 参 事

〃 〃 港 湾 課 参 事

〃 〃 都市局 都市計画課 参 事

〃 危機管理課 総括参事

〃 保健福祉部 医療推進課 副 課 長

岡山市 都市整備局 道路部 道路港湾管理課 課長補佐

〃 危機管理室 課長補佐
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別添－１ 

ネットワークの検討手順（例） 

 
ステップ１：拠点特性に応じた連絡道路の選定 

・各防災拠点（指定拠点やそれに準ずる拠点）及び道路とを連絡する道路を選定す

る。 
・震後の緊急輸送の確保のため、県庁や地方生活圏の中心都市等を連絡する第１次緊

急輸送道路、第１次と市区町村役場、主要防災拠点とを連絡する第２次緊急輸送道

路、その他の防災や輸送のための拠点との連絡を図る第３次緊急輸送道路の各区分

によるネットワークを検討する。 
ステップ２：防災機能評価 

・道路網の防災性の評価は、今後実施される震災防災点検に基づく「道路ネットワー

クの耐震性診断」により行なわれるものであるが、ここでは、阪神・淡路大震災の

教訓を踏まえ、道路交通への支障の要因ともなった市街地での沿道施設倒壊や長大

橋や大規模トンネル等について概括的に把握する。 
・評価の考え方 
⇒第１次、第２次の緊急輸送道路においては、原則として、２車線以上及び多重

化、代替性を確保する。 
⇒ＤＩＤ地区における２車線以下の道路については、特に配慮する必要がある。 
⇒長大橋や大規模トンネル等については、必要に応じ多重化、代替性を確保する。 

ステップ３：ネットワーク（案）の選定と調整 
・ステップ１からステップ２までの検討結果を緊急輸送道路ネットワーク（案）とし

てとりまとめる。また、ネットワーク（案）における広域及び県際道路のネットワ

ークについては、各県相互の調整を図る。 

主要道路構造物
分布による評価

ネットワークの
多重化、代替性の確保

緊急輸送道路ネット
ワーク（案）の選定

ネットワーク（案）
の県間相互調整

防災拠点とその
特性の整理

拠点特性に応じた
連絡道路の選定

第１次

第２次

第３次

道路車線数
による評価

ステップ１：
拠点特性に応じた
連絡道路の選定

ステップ２：
防災機能評価

ステップ３：
ネットワーク(案)
の選定と調整
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（地震防災緊急事業五箇年計画の内容）

第３条 地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、主務

大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。

① 避難地

② 避難路

③ 消防用施設

④ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路

⑤ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設（港

湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項第２号の外かく施設、同項第３号の

けい留施設及び同項第４号の臨湾交通施設に限る。）又は漁港施設（漁港法（昭

和25年法律第137号）第３条第１号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第

２号イの輸送施設に限る。）

⑥ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設

⑦ 医療法（昭和23年法律第205号）第３１条に規定する公的医療機関その他政令

で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの。

⑧ 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

⑨ 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

⑩ 公立の盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要す

るもの

⑪ 第７号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的

建造物のうち、地震防災上補強を要するもの

⑫ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を

確保するため必要な海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定する海

岸保全施設又は河川法（昭和39年法律第167号）第３条第２項に規定する河川管

理施設

⑬ 砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防設備、森林法（昭和26年

法律第249号）第４１条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防

止法（昭和33年法律第30号）第２条第３項に規定する地すべり防止施設、急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第２条第２項に

規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法（昭和24年法律第195号）第２条

第２項第１号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している

地域の地震防災上必要なもの

⑭ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

⑮ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報

の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備

⑯ 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するた

めに必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備

⑰ 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

⑱ 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護施設等地震災害時における応急

的な措置に必要な設備又は資機材

⑲ 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

⑳ 前各号に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令

で定めるもの

２ 地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業につい

ては、災害対策基本法第４２条に規定する市町村地域防災計画に定められたもので

なければならない。
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○平成８年建設省告示第1029号（地震防災対策特別措置法第３条第１項の規定に基づ

き、避難地等に係る主務大臣が定める基準）（平成 8 年 3 月28日建設省告示第1029

号）

地震防災対策特別措置法（平成 7 年法律第111号）第３条第１項の規定に基づき、

避難地等に係る主務大臣が定める基準を次のように定める。

１ 避難地

既成市街地の区域又はその周辺の地域における公園、緑地、広場その他の公共空

地で、次のいずれかに該当するものであること。

イ 広域避難地

地震災害時において主として一の市町村の区域内の居住する者の広域的な避難

の用に供する公共空地であって、面積10ヘクタール以上のもの（面積10ヘクター

ル未満の公共空地で、避難可能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供す

る土地と一体となって面積10ヘクタール以上となるものを含む。）であること。

ロ 一次避難地

地震災害時において主として近隣の住民が避難する公共空地であって、面積 1

ヘクタール以上のものであること。（広域避難地を除く。）

２ 避難路

広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる幅員15メートル以上の道路又は

幅員10メートル以上の緑道であること。

３ 消防用施設

地震災害時において消防用水として河川の流水又は海水を容易に取水することが

できる構造を有する護岸等の施設であること。

４ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路

市街地において幅員 6 メートル以上の道路からホースが到達しない区域において

新設し、又は改築される幅員 6 メートル以上の道路であること。

５ 緊急輸送を確保するため必要な道路

次のいずれかに該当する道路であること。

イ 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路

ロ 前号の道路と次に掲げる地点のうち都道府県知事が指定するもの（以下「指定

拠点」という。）とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路（河川又は海

岸堤防の管理用通路であって、地震災害時において緊急輸送を行うことのできる

ものを含む。）

(1) 地方公共団体の庁舎の所在地

(2) 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条に規定する指定行政機関、指

定地方行政機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関又は自衛隊の庁舎、

事務所等の所在地

(3) 救援物資等の備蓄地点又は集積地点

(4) 広域避難地

６ 共同溝、電線共同溝の電線、水管等の公益物件を収容するための施設

次のいずれかに該当する施設であること。

イ 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和38年法律第81号）第２条第５項に規

定する共同溝

ロ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成 7 年法律第39号）第２条第３項

に規定する電線共同溝

７ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を
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確保するため必要な海岸保全施設又は河川管理施設

次のいずれかに該当する施設であること。

イ 地震により生ずる津波による海水の浸入を防止する機能を有する海岸保全施設

ロ 想定氾濫区域のうち相当数の人口が居住し、かつ、地形その他の状況から特に

津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確

保する必要があると認められる区域に係る河川管理施設

８ 砂防設備、地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設で、家屋の密集してい

る地域の地震防災上必要なもの

次のいずれかに該当する施設であること。

イ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、土砂災害の発生する危険

が著しい箇所において施行する砂防設備

ロ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、地滑りにより被害が生ず

るおそれが著しい箇所において施行する地すべり防止施設

ハ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、急傾斜地の崩壊の生ずる

おそれが特に著しい箇所について施行する急傾斜地崩壊防止施設

９ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

次のいずれかに該当する施設であること。

イ 道路に接続して設けられる自動車駐車場及びこれと一体として整備される施

設、交通広場その他これらに類する施設で、地震災害時における災害応急対策の

拠点としての機能を有するもの

ロ 河川管理施設、海岸保全施設等の応急復旧工事を実施するための空間又は設備

を有する施設であって河川又は海岸に隣接するもの

10 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報

の伝達を行うために必要な施設又は設備

次のいずれかに該当する施設又は設備であること。

イ 地震災害時において河川管理施設等の被害状況の把握を迅速かつ的確に行うた

めに必要な通信施設又は設備であること。

ロ 地震災害時において災害情報又は交通の状況を迅速かつ的確に把握し、伝達又

は提供を行うため必要な施設又は設備であること。

11 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するた

めに必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備。

地震災害時において避難地又は避難路となる都市公園に設けられる井戸、水泳

プール又は耐震性貯水槽であること。

12 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

地震災害時において避難地又は避難路となる都市公園に設けられる食糧、医薬品

等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫であること。

13 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

土地区画整備法（昭和29年法律第119号）に基づく土地区画整理事業、住宅地区

改良法（昭和35年法律第84号）に基づく住宅地区改良事業、都市再開発法（昭和44

年法律第38号）に基づく市街地再開発事業その他の老朽木造住宅が密集する市街地

の整備改善に資する事業であること。
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